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重要アップデート：中小企業向け法人所得税優遇政策

のまとめ

発行根拠

本レポートは、財務省税務局が

2026年6月11日に発行した公文書番

号3896/CT-CSに基づき作成されま

した。

法的根拠

国会決議198/2025/QH15、政府令

20/2026/NĐ-CP、および中小企業

認定基準に関する政令80/2021/NĐ-

CPに準拠。

目的

民間経済セクターの発展を促進する

ため、対象となる中小企業への特別

な優遇措置を確立するものです。



セクション 1

法人所得税優遇政策の概要（公文書3896/CT-CS）

優遇内容

3年間にわたる法人所得税（TNDN）の完全免除。

起算時点

企業登録証明書（GCNĐKDN）が初めて交付された年度か
ら継続して計算されます。

経過措置

決議198/2025/QH15施行前に登録済みで、かつ優遇期間中の
企業は、残存期間について引き続き本政策の適用を受けられ

ます。

画期的なポイント：FDI企業も免税対象に
外資系企業（FDI）であっても、ベトナムの法律に基づき設立・登録され、GCNĐKDNの初回交付を受け、
政令80/2021/NĐ-CPの中小企業要件を満たし、かつ除外事由に該当しない場合は、国内企業と同様に3年
間の法人所得税免除を受けることができます。

重要ポイント

この規定により、従来の曖昧さが解消され、ベトナムにおける投資環境の平等性が外

国投資家にも明確に保証されました。



セクション 2

適用除外となるケース（免税対象外）
以下に該当する企業は優遇措置を受けられませ

ん

01

組織再編による新設

合併、統合、分割、分社、所有者変更、または

法人形態変更によって新たに設立された企業。

02

実質的関係者による新設

法定代理人・無限責任社員・最大出資者が、現

存企業または解散後12ヶ月未満の企業において
同様の役割を担っていた場合（外部委託で出資

者でない場合を除く）。

03

法律上の除外所得

法人所得税法第67/2025/QH15号第18条第3項の規定により、優遇税制の対象外とされている所得
区分。

上記いずれかに該当する場合、たとえ中小企業基準を満たしていても免税優遇は適用さ

れません。事前に必ずご確認ください。



セクション 3

中小企業（DNNVV）の認定基準（政令80/2021/NĐ-
CP）
優遇税制の適用を受けるには、以下の人材基準（労働者数）と財務基準（資本または売上高）をともに満たす必要があります。財務基準は2項
目のうちいずれか1つを満たせば足ります。

マイクロ企業 ≤10人
小規模企業 ≤50〜

100人

中規模企業 
≤100〜200人

人材基準

社会保険加入労働者数の年間平均値に基

づいて判定されます。

財務基準

前年度の総資本（貸借対照表上）または

前年度の総売上高のいずれか一方を満た

すこと。

新設企業の特例

設立後1年未満の場合、財務基準は
GCNĐKDN上の登録資本金に基づいて判
定されます。



セクション 3（詳細）

中小企業認定基準 詳細一覧表

企業区分 事業分野 年間平均社会保険加入者数 財務基準（2項目中1項目を満たすこと）

超小規模企業 農林水産業・工業・建設業 10人以下 総資本 ≤ 30億VND、または年間総売上高 ≤ 30億VND

超小規模企業 商業・サービス業 10人以下 総資本 ≤ 30億VND、または年間総売上高 ≤ 100億VND

小規模企業 農林水産業・工業・建設業 100人以下 総資本 ≤ 200億VND、または年間総売上高 ≤ 500億VND

小規模企業 商業・サービス業 50人以下 総資本 ≤ 300億VND、または年間総売上高 ≤ 1,000億VND

中規模企業 農林水産業・工業・建設業 200人以下 総資本 ≤ 1,000億VND、または年間総売上高 ≤ 2,000億VND

中規模企業 商業・サービス業 100人以下 総資本 ≤ 1,000億VND、または年間総売上高 ≤ 3,000億VND

※ 新設企業（設立後1年未満）の場合、財務基準はGCNĐKDN上の登録資本金額に基づいて判定されます。



セクション 4

Vina Bookkeeping（VBK）へのお問い合わせ

申請書類の整備・適格性の審査

優遇税制の適用を受けるための書類作成支援、適格性の確認・審査について、VBKの税務・会計専門家チームが対応いたします。

会計処理・帳簿記帳

新政策に基づく免税期間中の正確な会計処理・帳簿管理について、専門的なサポートを提供します。

税務当局への対応・説明支援

最新のガイダンスに基づき、税務当局への説明・対応をVBKが代理でサポートいたします。

貴社の持続的な成長と法的安全のために

📧 メール

info@vbk.com.vn

📞 ホットライン

0382752368

🌐 ウェブサイト

vinabookkeeping.com/en

mailto:info@vbk.com.vn
https://vinabookkeeping.com/en/

